
■ 県産材とは・・

□必要書類について・・・
県農林水産局林業課に備えつけてあります。
又、県のホームページからもダウンロード可能
URL:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/sosiki/86/24kensanzai-jyutaku-shien.html

□申し込み・問合せ先・・・

広島県 農林水産局 林業課
住 所 〒７３１－８５１１ 広島市中区基町１０－５２
☎ ０８２－５１３－３６８８（ダイアルイン）

健全な森林づくり

植える

育てる

育てる

利用する住宅に活用
公共施設
等に活用

森林の利用拡大

詳しくはエコ・セ・トラ事務局まで
お問い合わせください

□県産材とは・・・合法的な手続きを経て伐採された広島県内産の丸太を加工した木材を
いい、次に掲げる方法で証明された木材をいう。

①広島県産材産地証明協議会発行の産地証明書により証明
②「緑の循環」認証会議（SGEC）又は森林管理協議会（FSC）により、認定された認定事業者の認定林産物
③森林・林業・木材産業関係団体が認定する合法木材供給事業者が、県内で伐採された丸太を使用している
ことを納品書等で明記した木材
④森林法に基づく伐採に関する手続きが行われたことを証する書類（伐採届出書）の写しにより、伐採の場所
及び手法が明らかな木材
尚製品を購入する場合にあっては、伐採届出書等の写し及び県内で伐採された丸太を使用していることを
納品書等で明記した木材
⑤①～④により証明される広島県内産の丸太を６０％以上使用した集成材、合板、LVL

木材のトレーサビリティ（流通履歴）を明確に・・




